
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助成分野 助成事業名 発信元 助成金額 募集締切 

子ども 
第 32 回（2016 年度） 

マツダ事業助成 
（公財）マツダ財団 

総額 200 万円 

※1 件当たり助成金額 10

～20 万円 

５月９日 

環境 
平成 28 年富士フィルム・グリー

ンファンド 

（一財）自然環境研究

センター 

総額 850 万円 

※4 件程度 
5 月 9 日 

まちづくり 

（岩手県）平成 28 年度 NPO 等

による復興支援事業（復興枠）の

募集 

岩手県 
事業費9/10以内で、

上限 6,750 千円 
5 月 11 日 

まちづくり 
平成 28 年度地域づくり活動支援

体制整備事業実施団体の募集 
国土交通省 上限 350 万円 5 月 12 日 

福祉 

健康 

医療 

子ども 

平成 28 年度「地域保健福祉研究

助成」 
（公財）大同生命厚生

事業団 

30 or 50 万円 

5 月 25 日 「サラリーマン（ウーマン）ボラ

ンティア活動助成」 
10 or 20 万円 

「シニアボランティア活動助成」 10 or 20 万円 

子ども 

環境 

しまね社会貢献基金 寄附者設定

テーマ事業の募集 

島根県 NPO 活動推進

室 

自然環境保全 

30 万円 

子どもの健全育成 

50 万円 

5 月 31 日 

まちづくり 鳥取・島根広域連携協働事業 
島根県 NPO 活動推進

室 

計画策定 

補助上限 40 万円 

協働実践 

補助上限200万円 

5 月 31 日 

子ども 

福祉 

2016 年度 ドナルド・マクドナ

ルド・ハウス財団助成事業 

ドナルド・マクドナル

ド・ハウス財団 
総額 200 万円 5 月 31 日 

福祉 

2016 年度 ニッセイ財団 高齢

社会助成＜地域福祉チャレンジ活

動助成＞ 

（公財）日本生命財団

（ニッセイ財団） 

最大 400 万円 

※1 年間 200 万円 
5 月 31 日 

子ども 子どもゆめ基金助成金 
（独）国立青少年教育

振興機構 

各事業、規模により異

なる 
6 月 21 日 

なにを？ いつ？ 備考 

決算処理 事業年度終了後  

監事による監査 決算処理終了後  

理事会の開催 監事による監査終了後  

総会の開催 理事会終了後  

資産の総額の変更登記 毎事業年度終了後、2 か月以内に  

税務申告書類の提出 毎事業年度終了後、2 か月以内に 
該当する法

人のみ 

労働保険の年度更新 6 月 1 日から 7 月 10 日までに 
該当する法

人のみ 

事業報告書等の市への提出 毎事業年度終了後、3か月以内に  

No 書類の名称 
提出 

部数 

閲覧 

書類 

① 事業報告書等提出書 1 － 

② 事業報告書 2 ○ 

③ 活動計算書 2 ○ 

④ 貸借対照表 2 ○ 

⑤ 財産目録 2 ○ 

⑥ 年間役員名簿 2 ○ 

⑦ 社員のうち 10 人以上の者の名簿 2 － 

2016年 5月発行 第 33号 NPO市民活動団体情報誌 

通信 ますだ すすままいいるる  
益田市市民活動支援センター 

 益田市に主たる事務所を置くＮＰＯ法人は事業年度終了後、3 ヶ月以内に事業

報告書を益田市への提出が義務付けられておりますので、市に事業報告していた

だきますようよろしくお願いします。 

ＮＰＯ法人の皆さまへ 

毎事業年度の主な必要事項 

市に提出していただく書類一覧表（事業報告書提出先：益田市役所人口拡大課） 

 お問合わせ 

発行元：益田市市民活動支援センター 
〒６９８－８６５０ 益田市常盤町１番１号 益田市役所人口拡大課内 

    TEL : ０８５６－３１－０６００   FAX : ０８５６－２３－７７０８ 

    Eメール : ｎｐｏ@city.masuda.lg.jp 

 

＜助成金情報＞ 

 

■環境の保全    ■福祉･保健･医療    ■まちづくり    ■子どもの健全育成 

■学術･文化･芸術･スポーツ 振興の分野に別れています。 

※各種助成金の詳細については、発信元のホームページをご覧ください。 

例）当該法人の定款上で、記載されている事業年

度が 3 月 31 日までの場合は、6 月 30 日までに

市に提出します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セミナー・イベント情報 益田市市民活動支援センター 
平成 28年度 登録団体募集中!! 

•市のホームページやフェイスブック等を活用して、市民活動に関する情報を発信し
ます。 

•定期的に情報誌を発行して、市民活動団体の取組や助成金の情報等を発信します。 

つた 

える 

•NPO法人の設立に関する手続きや市民活動団体における悩み事等、お気軽にご相談
ください。 

そう 

だん 

•市民活動団体向けに研修会や講座を開催します。 まなぶ 

•市民活動支援センターの設置機器であるコピー機等が安価でご利用いただけます
（登録団体のみ）。 つかう 

•必要に応じて、交流会等を開催し、市民活動団体やNPO、地域団体、行政などの多
様な団体がお互いの活動を知り、つながり、情報交換ができる場を提供しています。 

つな 

がる 

市民活動支援センターに登録すると、以下のとおり 5 つのメリットがあります。 

①コピー機（モノクロ、カラーコピーOK）、印刷機（モノクロのみ）が安価で利用出来ます！ 

②最新の情報誌をいち早くお届けします！研修や助成金情報等がゲット出来ます！ 

③登録団体の取組やイベント等を情報誌等に掲載して PR します！ 

④他団体とのつながりの機会が増えます！ 

⑤市民活動団体のニーズに合わせた研修会や講座を開催します。 

 Q. 市民活動支援センターって何するところなの？ 

 Q. 市民活動支援センターに登録すると、どんなメリットがあるの？ 

 Q. 登録するためには、どうやって手続きするの？ 

【登録が出来る団体】市民活動を行うことを主たる目的とする活動を行う構成員５名以上の団体で、規

約または会則の定めがある団体が登録出来ます。ただし、営利、宗教、政治、選

挙の活動を目的とした団体及び暴力団等の団体は除きます。 

【登録の手続き】所定の様式にご記入のうえ、団体の規約または会則を添付して、本センターに提

出してください。様式については、本センターのホームページをご覧いただくか、

本センターまでお問合せください。 

『NPO入門講座』（主催：（公財）ふるさと島根定住財団 

 NPO 活動をはじめたい方、NPO 法人立上げを検討中の方、他の法人格との違いが知りたい

方、先輩 NPO の経験談をお聞きしたい方など、NPO に関心のある方どなたでも大歓迎！ 

 NPO に関する疑問をお持ちの方も、ぜひご参加ください！ 

 

 ◆ 内容 ◆ 

・講義「NPO について」 

 NPO/NPO 法人とは？メリット・デメリットは？ 

 NPO 法人になるための必要な手続き、運営に必要なこととは？ 

 他の法人格との違い 

 【講師】中野 俊雄氏（行政書士・当財団専門相談員） 

・先輩 NPO からの事例発表 

 【東部】井ノ上 知子氏（NPO 法人まつえ・まちづくり塾 理事） 

 【西部】坂本 和子氏（NPO 法人しまね子どもセンター 理事長） 

・事務所視察ツアー 

 【東部】NPO 法人もりふれ倶楽部 事務所 

 【西部】認定 NPO 法人緑と水の連絡会議 事務所 

・意見交換、質疑応答 

◎参加無料 

◎定員：各会場 30 名 

【東部会場】13：00～16：30 

 5/25（水） 

 会場：ふるさと森林公園学習展示館 

    （松江市宍道町佐々布 3352） 

 ＊NPO 法人もりふれ倶楽部 事務所内 

【西部会場】13：00～16：30 

 5/27（金） 

 会場：サロン・ド・ゆきみーる 

   （大田市大田町大田イ 370） 

 ＊NPO 法人緑と水の連絡会議 

             事務所内 

【参加申込・お問合せ先】 

 （公財）ふるさと島根定住財団（しまね県民活動支援センター） 

  〒690-0003 松江市朝日町 478-18 松江テルサ 3 階 

  ☎0852-28-0690 

現在の登録団体 

27団体 

登録団体の皆さまへ 

 各登録団体において、活動のＰＲやイベント等を当情報誌で告知したい行事が

ありましたら、メールでもお電話でも構いませんので、情報提供をお願いしま

す！ 

 また、登録団体の活動状況も紹介していきたいと考えておりますので、ご一報

いただけると喜びます。 


